
公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書 

 
Copyright © 2018 NIPPON PAINT All rights reserved. 

1 

 

１１節 合成樹脂エマルション模様塗料塗り（EP-T） 

 

７．１１．１ 適用範囲 

この節は、屋内のコンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面等で既存塗膜が合成樹脂

エマルション模様塗料の塗替え及び新規に塗る場合に適用する。 

 

７．１１．２ コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面等 

合成樹脂エマルション模様塗料塗り 

 

（a） コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面等合成樹脂エマルション模様塗料塗

りは、表７．１１．１により、種別は特記による。特記がなければＢ種とする。 

（b） 下地調整がＲＢ種の場合は、種別は、表７．１１．１のＡ種とし、工程１及び２は、既存塗膜除去部

分のみに行い、既存部分との模様合わせを行う。 

 

表７．１１．１ ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面、ﾌﾟﾗｽﾀｰ面、せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面等合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ模様塗料塗り 

工 程 

種別 塗料その他 

商 品 名 

塗付け

量 

(㎏/㎡) A種 
B種 

※2 
C種 規格番号 規格名称 種類 

下地調整 
○ ― ７．２．５、７．２．６又は７．２．７による。 

― ― ○ 表 7.2.4、表 7.2.5又は表 7.2.7によるＲＣ種 

１ 下塗り ○ ○ ○ 
JIS K 

5663 

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ 

ｼｰﾗｰ 
― ― 0.07 

２ 中塗り ○ ○ ― 
JIS K 

5663 

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ 

ﾍﾟｲﾝﾄ 
１種 ― 0.10 

３ 上塗り ○ ○ ― 
JIS K 

5658 

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ 

模様塗料 
２種 ― 0.60 

４ 
仕上げ 

塗り 
○ ― ○ 

JIS K 

5663 
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ 

ﾍﾟｲﾝﾄ 
１種 ― 0.14 

（注）１．新規に塗る場合は、Ａ種又はＢ種とする。 

   ２．押出成形セメント板面の下地調整は、表７．２．６によるＲＢ種又はＲＣ種とする。 

 


